
車両の電動化等に伴う
大型化について

資料４



目次

・カーボンニュートラル対応・電動車導入の動き ・・・・・・・・・・・３

・物流の「2024年問題」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

・現在の道路と制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

（道路構造と車両の制限に関する現状整理）

・大型車の違反の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

・本日のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９

・【参考資料】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

1



カーボンニュートラル対応・電動車導入の動き
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運輸部門におけるCO2排出量

〇2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組が求められる中、 2022年度における我が国の
CO2排出量（約１０．４億トン）のうち、運輸部門の排出量は約１８．５％（約１．９億トン）を占めている。

〇大型車に関係すると考えられる貨物自動車等は全体の約７％ （約０．８億トン）である。
※ 自動車部門の占める割合（約１.６億トン：約１６％）
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運輸部門のうち、大型車に関係すると考えられる
貨物自動車・バスは運輸部門の約４割

割合種別

21.6%営業用貨物自動車

16.4%自家用貨物自動車

1.7%バス

39.7%（自動車部門の約46%）合計

貨物自動車等：約７％



《政府全体の動き》 《国土交通省の取組》

2050年カーボンニュートラルに伴う
グリーン成長戦略（2021.6、経産省等）

乗用車 2035年までに新車販売で電動車※100％

小型商用車 2030年までに新車販売で電動車20～30％

大型車 20２０年代に5,000台の電動車を先行導入

2050年カーボンニュートラル宣言
（2020.10、総理所信表明演説）

2050年までに、温室効果ガスの排出を全体と
してゼロとする

国土交通グリーンチャレンジ
（2021.7）

国土交通省環境行動計画
（2021.12）

事業用のバス・トラック・タクシー等への次
世代自動車の普及促進

地域内輸配送の電動化、長距離輸送にお
ける燃料電池トラックの開発・普及など、
電動車活用の取組を推進

地球温暖化対策計画
（2021.10、閣議決定）

乗用車 2035年までに新車販売で電動車100％

長距離輸送における燃料電池トラックの開発・普
及など、電動車活用の取組を推進する。

エネルギー基本計画
（2021.10、閣議決定）

乗用車 2035年までに新車販売で電動車100％
小型商用車 2030年までに新車販売で電動車20～30％
大型車 電動車の開発・利用促進に向けた技術実証

を進めつつ2020年代に5,000台の電動車を
先行導入

反映

○2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、政府全体で各種計画等が策定され、
その中で、電動車等の普及促進についても言及されている。

○乗用車は具体的な数値目標が設定。大型車は今後の数値目標の具体化が見込まれている。

GX実現に向けた基本方針（2023.2、閣議決定）

物流・人流における省エネ化や非化石燃料の利用拡大に向けた需要構造の転換を実現するため、事業用の
トラック・バス・タクシー等への次世代自動車の普及促進

我が国のカーボンニュートラルに関する各種計画等の位置づけ

※EV、FCV、PHEV、HV

道路におけるカーボンニュート
ラル推進戦略 中間とりまとめ

（2023.9）

大型の次世代自動車の普及に向けた後
押しを行うため、物流拠点を結ぶ主要な
道路などを対象に、大型の次世代自動
車の寸法等の大型化の動向を確認した
上で、車両の幅や長さ等の一般的制限
値の緩和や道路構造の基準見直しなど
を検討する。

省エネ法（2022.5改正、2023.4施行）経産省・国交省告示
＜事業者の目標の目安＞

小型トラック（８トン以下）：2030年度までに保有台数の５％を非化石エネルギー自動車とすること。
大型トラック（８トン超）：2030年度までに非化石エネルギー自動車を導入（運行体制の構築等を含む）

4



○現行の大型車（ディーゼル車）の多くは、効率的に積み荷を輸送するため、一般的制限値（※）に
近い諸元で製造されているものが多数存在している。

※ 一定の構造基準により整備されている道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、定められた車両の大きさや長さ、重さなどの基準

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ

（車両自重＋積載物重量＋乗員）
軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計

１８ｔ～２０ｔ

現行の大型車

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の通行許可
又は確認を受けることが必要

一般的制限値

現行の大型車（ディーゼル車）の諸元

車両諸元

総重量長さ高さ幅会社名
（車名）

24.880t11.990m3.010m2.490m日野自動車

（日野プロフィア）

24.985t11.985m3.795m2.495mいすゞ

（いすゞギガ）

24.975t11.990m3.785m2.495m
三菱ふそう

（三菱ふそう

スーパーグレード）

24.890t11.990m3.040m2.490m
UDトラックス

（UDトラックスQuon

（クオン））

25.000t
（指定道路）

12.000m3.800m2.500m（参考）
一般的制限値

出典：自動車ガイドブック（2019～2020）Vol.66、自動車ガイドブック（2022～2023）Vol.69より

赤字：一般的制限値に近い諸元
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大型車の電動化等に向けた取り組み

「モビリティ分野における水素の普及に向けた中間まとめ（令和５年７月）」

6

○現在の技術で車両を電動化すると、ディーゼル車と比較すると燃料部等が重く大きくなる模様。
○自動車メーカーでは、車両の一般的制限値内で電動車を製造するためには、積載量を減少さ

せ、走行実証等に取り組んでいる状況。物流の「2024年問題」も踏まえ、電動化を推進するた
めには積載量の確保が課題である。

走行実証を行っている燃料電池大型トラック
「日野プロフィア Z FCV」

出典：第２４回 水素・燃料電池戦略協議会（２０２１年３月１８日） 日野自動車株式会社説明資料より抜粋 出典：モビリティ分野における水素の普及 に向けた中間とりまとめより抜粋（２０２３年７月）



■電動化車両の普及促進に向けたEU指令（96/53/EC）の経緯

１） 2015年 指令改正（2015/719）、2019年 指令改正（2019/1242）

・2015年に代替燃料車両、2019年に電動化車両の導入支援を目的に最大許認可重量の一定緩和

2） 2022年 指令改正の手続き開始
・2015年指令（2015/719）以降の評価を2022年より実施し、改正案を2023年7月に欧州議会へ提案

・2024年6月時点、欧州議会で審議中

7
※１ 鉄道や船舶等、異なる機関の組合せで行われる輸送で使用される連結車 （背高国際コンテナ車 等）

であり、特定の道路において適用
※２ 旋回車両の外側最後端より算出

海外での電動車導入に向けた動き 欧州議会案(2024/3/12)

○ＥＵにおいても日本と同様にディーゼル車は一般的制限値に近い諸元で製造されていることから、
電動車等の普及促進のため、電動車等に限って一般的制限値を緩和するというＥＵ指令が欧州
議会において審議中。

〇今後、議会と理事会の承認を経て、法案成立となる予定である。
～法令成立の流れ～

全幅全高最大外
半径※2全長後軸重和

(2軸の場合)駆動軸重車両総重量車種改正

2.55m4.0m12.5m

12.0m19.0トン
(軸距条件付)

11.5トン

２軸 18.0トン
３軸 26.0トン
４軸 32.0トン

トラック

現行
セミトレ16.50m
フルトレ18.75m

20.0トン
(軸距条件付)

36.0トン～40 .0トン
(車種・軸数条件付)

インターモーダル連結車※１

44.0トン

連結車

－
インターモーダル

連結車※１

+0.3m－
+αm※５

インターモーダル
連結車※１

+1.5m

＋１トン
(軸距条件付)－＋2トンＺＥＶ※3

トラック

改正案
－+1トン

＋2トン or ４トン
(軸数条件付)

ＺＥﾄﾚｰﾗ※４の場合、
更に+２トン

トラクタがZEV
の連結車

※３ ZEV：ゼロエミッション車両（BEV車、ＦＣＶ車）
※４ トレーラがゼロエミッション技術に対応しているもの（電動駆動装置付トレーラ 等）
※５ ゼロエミッション技術に対応する分の長さの超過は可能とし、最大値とせず、最大外半径で規定
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【参考】各国の車両の最大寸法と最大総重量（一般的制限値）

インド
ネシアタイ中国韓国

オーストラリア
（クイーンズ
ランド州）

米国
（ニューヨーク州）スウェーデンイギリスフランスドイツEU指令日本

2.5m2.55m2.55m2.5m2.5m2.59m2.6m2.55m
冷蔵車は2.6m2.5m車幅

4.2m4.0m4.0m4.0m4.3m4.1m規定なし規定なし規定なし4.0m4.0m
3.8m

※高さ指定道
路は4.1m

車高

単車
12m

連結車
18m

単車
12.5m
連結車
不明

18.1m16.7m

単車
12.5m
連結車
19m

単車 12.2m
連結車 19.8m

単車 24m
セミトレーラー
連結車 24m
フルトレーラー

連結車
25.25m

単車 12m
セミトレーラー連結車 16.5m※2

フルトレーラー連結車 18.75m
全長12m

※1車長

10トン11トン不明10トン10トン10.2トン
10トン

駆動軸は
11.5トン

10トン
駆動軸は
11.5トン

40～44トンの
連結車12トン
その他13トン

10トン
駆動軸は
11.5トン

10トン
駆動軸は
11.5トン

10トン軸重

単車
37トン
連結車
56トン

単車
30トン
連結車

50.5トン

単車
25トン
連結車
49トン

40トン

単車
27.5トン
連結車
43トン

計算式W =500
(L×N/(N-1) + 

12N + 36)で設定
W：全体重
L：最遠車軸間の距離
N：車軸の数

単車26トン
セミトレーラー
連結車44トン
フルトレーラー
連結車40トン

単車
30トン
連結車
44トン
※4、※5

単車
32トン
連結車
44トン
※4、※5

単車
32トン
連結車
40トン

（44トン）
※4、※5

単車
32トン
連結車
40トン

（44トン）
※4、※5

全車20トン
※3

※重さ指定道
路は25トン

車両
総重量

最小回転
半径12.5m

最小回転
半径12.5m

最小回転
半径12mその他

出典：根本委員長提供資料

※１ 高速自動車国道では、セミトレーラー連結車 16.5m、フルトレーラー連結車 18m
※２ イギリスは2023年ロングセミトレーラー連結車 18.55mを追加
※３ 連結車は高速自動車国道以外の道路 27トン、高速自動車国道 36トン（最遠軸距に応じて設定）
※４ 車軸数、サスペンション、ダブルタイヤか否かに応じて設定
※５ 代替燃料車はプラス 1トン、ゼロエミッション車はプラス 2トン（緩和）



まとめ（カーボンニュートラル対応・電動化導入の動き）
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○2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、電動車の普及促進が
求められているところであるが、電動車はディーゼル車と比較して、
燃料部等が重く大きくなる模様

○そのため、車両の一般的制限値内で電動車を製造するにあたり、積
載量を減少させ、走行実証等に取り組んでいる状況であり、電動化
の推進に向けては積載量の確保が課題

○ＥＵにおいては、普及促進のため電動車に限り制限値を緩和する方
向での検討が進んでいる模様



物流の「2024年問題」
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物流の小口化・積載率の低下

11

〇貨物１件あたりの貨物量が直近の20年で半減する一方、物流件数はほぼ倍増しており、物流の
小口・多頻度化が急速に進行している。

○また、2010年度以降、貨物自動車への積載率は40％以下の低い水準で推移している。

小口多頻度化の動き

2021年度2015年度1990年度

0.83トン/件0.98トン/件2.43トン/件貨物１件あたりの貨物量

25,080千件22,608千件13,656千件
物流件数の推移

（3日間調査）

2.43 
2.13 

1.73 

1.27 
0.95 

0.98 
0.83 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

貨物１件あたりの
貨物量の推移 物流件数の推移

13,656 
15,290 

15,964 

20,039 

24,616 

22,608 

25,080 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

貨物自動車の積載率の推移

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

（注）
１ 国土交通省「自動車輸送統計年報」より作成
２ 積載効率＝輸送トンキロ／能力トンキロ
３ 2020年分調査から調査方法及び集計方法を一部変更したため、変更前後の

統計数値の公表値とは、時系列上の連続性が担保されない。
出典:国土交通省「全国貨物全流動調査（物流センサス）」より作成



物流のコスト（燃料価格の高騰等）

○2019年頃より、燃料価格が上昇するとともに、自動車関連費用も上昇傾向にある。

燃料価格（軽油・スタンド価格）の推移 自動車関連経費用の動向

上昇率2023年7月2019年7月

104％18,068円17,379円
自動車
タイヤ

111％6,444円5,826円
自動車

バッテリー

115％4,737円4,110円
自動車

オイル交換

12

（円）

出典:国土交通省「第1回標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」資料より作成



輸送能力、トラックドライバーの担い手不足
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○半数以上の企業がドライバー不足を感じており、また、平均年齢が高く、担い手の急速な減少が
予測されている。

〇物流の労働力不足の中、労働時間規制等により輸送能力が不足する「2024年問題」をはじめ、
構造的な物流危機が懸念されており、これまで運べていた荷物のうち、2024年度には約14％、
2030年度には約34％が運べなくなる可能性がある。

＜自動車運送事業における労働時間規制等による物流への影響＞

＜ドライバー不足の現状＞

具体的な対応を
行わなかった場合

2024年度には輸送能力が
約14%（4億トン相当）不足する可能性

その後も対応を
行わなかった場合

2030年度には輸送能力が
約34%（9億トン相当）不足する可能性

10
11

21
25

21
18
19

14

44
28

46
45

42
40
39

39

0 20 40 60 80

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

不足 やや不足

トラックドライバーが不足していると感じている企業の割合 トラックドライバーの平均年齢の推移 道路貨物運送業の運転従事者数の推移

43.4

49.9
47.4

40

42

44

46

48

50

全産業 営業用・大型 営業用・普通・小型

644 726 838
980 973 881 784 767 662 578 519

0

200

400

600

800

1000

1200

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
実績値 将来予測

20年間で
21.3万人減少

15年間で
24.8万人減少

2030年には
2015年から

3割減少

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」（各年の第２四半期（７月～９月期）の数値）、
日本ロジスティクスシステム協会（JILS）「ロジスティクスコンセプト2030」より作成

出典:国土交通省「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」より作成



まとめ（物流2024問題）
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○物流の労働力不足の中、 物流の小口・多頻度化が急速に進行し、物
流件数がほぼ倍増するなど、「2024年問題」などの問題でこれまで運
べていた荷物の一部が運べなくなる可能性がある
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現在の道路と制度について

（道路構造と車両の制限に関する現状整理）



道路の構造

〇高さや幅などの道路の構造は、道路の種類、計画交通量、設計車両などの条件から定められた
基準をもとに設計することとされている。

〇大きな車両（セミトレーラ連結車）を全ての道路で通行可能とすることは合理的ではないため、高
速自動車国道等の規格の高い道路においてのみ設計の対象としている。

普通自動車

１２ｍ

３
．
８
ｍ

２．５ｍ４．７ｍ

２
．
０
ｍ

１．７m

小型自動車

セミトレーラ連結車

３
．
８
ｍ

１６．５ｍ ２．５ｍ

※重要物流道路では高さ4.1m

路肩路肩

≪道路の断面図例（幅・高さの例）≫

高さ

車線

≪曲線部の拡幅≫

出典：道路構造令の解説と運用
（令和3年3月（公社）日本道路協会）

≪設計車両≫ 建築限界

車線

・第1種、第2種、第3種第1級、第4種第1級の普通道路又は重要物
流道路である普通道路：小型自動車、セミトレーラ連結車

・その他の普通道路：小型自動車、普通自動車
・小型道路：小型自動車等

16



幅・長さによる障害高さによる障害

大型車が道路と交通に与える影響（寸法）

17

〇高さが高い車両はトンネルや構造物へ衝突し、道路（構造物・附属物）に損傷を与えたり、他の交
通への支障が懸念される。

〇幅や長さが長い車両は、交差点での右左折時やカーブにおいて対向車線にはみ出すことによる
車両同士の衝突や、曲がるための時間を要することによる交通への支障が懸念される。

○また、駐車マスは車両の大きさを踏まえて設置されており、車両が大きくなるとはみ出し等が懸念
される。

トンネル（構造物）に接触しないために対向
車に待ってもらって、道路中央付近を走行

・対向車線にはみ出す
・曲がるの時間を要して渋滞発生

大型車両の左折状況大型車両が歩道橋に接触した事故 大型車両の駐車状況

誘導車

【交差点の例】 【駐車マスの例】

駐車マスは車両の大きさ（設計車両）
を踏まえて設置



※20tになると
(20t/10t)＾12＝4,096倍

【舗装に与える疲労イメージ】 【橋梁に与える疲労イメージ】

○車両の重量が重くなると、道路構造物の劣化を早めることになり、構造物の損傷やメンテ
ナンスに係るコストの増額が懸念される。

○大型車両１台が、軸重１０トンの基準よりも２割超過した１２トンの場合、舗装に対しては約
２台分、橋梁（コンクリート床版）に対しては約９台分の疲労が蓄積。また、基準の倍であ
る２０トンの場合、橋梁への影響は約4,000台分。

4乗則＝(12t/10t)＾4
＝2.07倍

12乗則＝(12t/10t)＾12
＝8.92倍

大型車が道路に与える影響（重量）

18

出典：・国土交通省国土技術政策総合研究所 道路橋床版の疲労耐久性に関する試験
国総研資料第28号,P45,2002.3

・松井繁之：橋梁の寿命予測， 安全工学Vol.30 Np.6,pp.432-440,1991
を基に算出

出典：舗装の構造に関する技術基準・同解説を基に算出



〇道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、一定の重量・寸法(一般的制
限値)を超える車両については、道路を通行する場合、通行の許可又は通行可能経路の
確認を受けることが必要。（車両制限令）

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ

（車両自重＋積載物重量＋乗員）
軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計

１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）

重量

特車基準下限値

特車許可
・確認の
上限値

軽い

重い

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可又は通行可能経路の回答が必要

寸法小さい 大きい

＜許可・確認必要＞

＜許可・確認不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：コンテナ車

例：ポールトレーラ

特殊車両

一般的
制限値

一般的
制限値

特車許可
・確認の
上限値

例：乗用車

一般的制限値

特殊車両通行制度

19

※ このほか、車両の寸法や重量について定めた法令として、「道路交通法施行令」や「道路運送車両の保安基準」がある
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寸法に関する条件重量に関する条件通行条件
特別な条件を付さない特別な条件を付さない。A
徐行をすることを条件とする徐行をすることを条件とするB
（屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所）
徐行するとともに、許可車両の前方に１台の誘導車を配置し、その連
絡又は合図を受けて通行すること。
（交差点）
徐行するとともに、許可車両の前方に１台の誘導車を配置し、その連
絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。

橋等において、徐行するとともに、許可車両の
後方に1台の誘導車を配置し、同一径間から他の車両を
排除C

橋等において、徐行をするとともに、許可車両の
後方に1台の誘導車を配置し、同一の径間内の
２車線内から他の車両を排除

D

【誘導車の役割（例）】

誘導車

特殊車両

重量D条件

誘導車

特殊車両

寸法C条件（交差点）

誘導車

特殊車両

・徐行
・許可車両の後方に誘導車配置
・桃色内の他車を排除

・徐行
・許可車両の後方に誘導車配置
・桃色内の他車を排除（他車併進不可）

対向車への
はみ出し

前

後
後

重量C条件

○耐荷力の低い橋梁、狭隘な交差点等を重量又は寸法の大きい車両が通行する際は、道路構
造の保全、交通の危険の防止の観点から通行条件が付される。

大型車の通行条件

夜間通行を義務付け



これまでの車両の大型化への対応

21

＜車両大型化への対応＞

平成 ５年 重さ指定道路制度創設、道路構造の基準改正

（車両総重量を最大値を２５ｔに引上げ、新設・改築の橋・高架の道路等の

設計自動車荷重を２５ｔに引き上げ）

平成１６年 高さ指定道路制度創設

（高さを４．１メートルに引上げ）

平成２７年 特例８車種の駆動軸重の緩和

（エアサスペンション装着車に限り駆動軸重（１１．５ｔ））

平成３０年 重要物流道路制度創設、道路構造の基準改正

（構造上支障のない区間について国際海上コンテナ車（４０ft背高）の

特殊車両通行許可を不要(R元~)、新設・改築の重要物流道路の設計自動車

（セミトレーラ連結車）の高さを４．１mに引上げ）

令和 元年 ダブル連結トラック本格導入

（一定の条件を満たしたフルトレーラ連結車は２５メートルに引上げ）

〇これまで社会的な要請等を受け、技術的な検証等を踏まえ、車両の大型化に対して
一般的制限値や許可限度値などを緩和。

○物流の効率化等に資する一方、道路整備に係る費用や道路構造物への負担は増加。

※ ゴシック体は一般的制限値の緩和、明朝体は許可限度値の緩和



まとめ（現在の道路と制度について（道路構造と車両の制限に関する現状整理）

22

○道路は一定の基準で整備
※ 規格の高い道路のみ大きな車両の通行を想定した設計

○車両が大きく重くなると、以下の可能性あり
・通行が困難な経路が生じる
・老朽化が進む中で、劣化が早くなる（メンテナンスに影響）
・交通の安全と円滑への影響

○一方で、 これまで物流の効率化等のため技術的検証を踏まえ、車両
の大型化に対して各種緩和を実施
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大型車の違反の状況



車両検知機能（進入）

路側処理機能

軸重計測機能

車両検知機能（退出）

車両情報取得機能
車両のナンバー、全景
を撮影計測したデータ

をセンターに送
信

個々の車両を検知 個々の車両を検知

軸重を計測

・基準を超える走行車両の重量、及び車両を特定するための

ナンバーを常時測定し、センターへ送信

・センターにおいて特車許可DBとマッチングして違反を判定

・平成２０年１０月より運用開始し、直轄国道では４５カ所設置
（令和４年度時点）

・沿道の取締基地に車両を引き込み、重量・寸法を計測

・違反者には貨物の分割等の重量・寸法の軽減などの

措置命令や警告を実施

・直轄国道では令和４年度は６４３回の取締りを実施

比較

車限令の基準

または

許可条件

走行車両の重量
（総重量・軸重）
車両のナンバー

特車許可
データベース

現地計測データ

総重量

長さ

高さ

幅

マッチング・
違反判定

過積載取締
システム

特車許可システム

軸重

特殊車両取締りの２類型

24

○道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために定めた基準を守ってもらうために、「現
地取締基地での取締り」と「自動計測装置（WIM）による取締り」の２種類の取り締まりを実施中。

※ WIM：Weigh-in-motionの略

■

自動計測装置（WIM）による取締り（WIM取締り）現地取締基地での取締り（現地取締り）



現地取締り

警 告

（１回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（２回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（３回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（４回目）車両制限令違反

弁明の機会

是正指導 公 表

（国道事務所にて対面で行政指導）

地方整備局ＨＰ等において、
是正指導内容を公表

（軸重２０ｔ超 ： ２回／１ヵ月）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／３ヵ月）

（軸重２０ｔ超 ： １回）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／３ヵ月）

（軸重２０ｔ超 ： １回）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／３ヵ月）

（軸重２０ｔ超 ： １回）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／３ヵ月）

（事業者あてに文書で行政指導）

許可or回答取消・
告発

（５回目）車両制限令違反

公 表

※事業者単位

ＷＩＭ取締り

警 告

（１回目）車両制限令違反

警 告

（２回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（３回目）車両制限令違反

弁明の機会

公 表

（事業者あてに行政指導）

（対面で行政指導）

ＨＰ等で、是正指導内容を
公表

是正指導

許可or回答取消・
告発

公 表

（４回目）車両制限令違反

直近の警告から１年経過後、
累積回数は消滅

通行の中止又は軽減措置の場合

【参考】行政指導等の流れ（直轄）

25

直近の警告から１年経過後、
累積回数は消滅



現地・WIM取締りの状況（直轄）

令和4年度平成30年度平成25年度【現地取締り】

643回609回566回取締り実施回数

2,202台2,540台2,792台引込台数

800台1,143台1,338台違反台数

36.3％45％47.9％違反台数/引込台数

747台1,073台1,201台警告（軽微な違反）行
政
指
導
等
の
状
況

36台42台97台通行条件指示

措
置
命
令

17社28社40社1回目

軽
減
・

通
行
中
止

0社0社0社2回目

0社0社0社3回目

0社0社0社4回目

令和4年度平成30年度平成25年度【WIM取締り】

45台42台39台設置台数

約608万台約590万台約630万台測定台数

約1.1万台約0.6万台約1.8万台違反台数

70台94台105台うち軸重20t超

84社46社188社1回目警
告
累
計
回
数

7社0社40社2回目

2社0社3社3回目

0社0社0社4回目

【現地取締り】
○引込台数に対する違反台数の割合は減少傾向にあるものの、依然として高い数値（約４割）。

※ 違反している可能性が高い車両を引き込んでいるため、違反台数の割合は高く出る傾向

【WIM取締り】
○令和４年度の違反台数については、いまだ約1.1万台と高い水準。
○違反台数と警告累計回数を比較すると、警告に至らない違反が多数（※）。また、２回目以降の警

告は１回目と比較すると減少傾向にあり、警告には一定の効果がある模様。

測定台数：WIMを通過した車両のうち、総重量10t超の車両（大型車両と想定される車両）

違反台数：違反として計上された車両
26

※ １回目の「警告」：事業者単位で「軸重２０ｔ超:：２回／１ヵ月」or「軸重２０ｔ以内２０回／３ヵ月」の違反



まとめ（大型車の違反の状況）

27

○特殊車両の取締りは、現地における道路構造物への損傷や交通
に及ぼしうる危険を未然に防ぐことはもちろん、取締り事実の周知
等により一層の法令遵守を業界に求めることで、道路構造物の負荷
の低減にも不可欠な取組み

○取締りにも関わらず、依然として多くの違反が発生している状況
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本日のまとめ



本日のまとめ

○社会的な要請
・カーボンニュートラルの実現に向けた電動車の導入。
・「2024年問題」などでこれまで運べていた荷物が運べなくなる可能性あり。

〇道路は一定の基準で整備されており、さらに寸法や重量が大きい車両が
通行する場合には「通行可能な経路」「メンテナンスへの影響」「交通の
安全と円滑への影響」を考慮することが必要。

○これまで車両の大型化に対して各種緩和を実施。

○取締りにも関わらず、依然として多くの違反が発生している状況。

29
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【参考資料】



カーボンニュートラル対応・電動化導入の動き

31



各国・地域の電動化等の目標

出典：第14回 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会 産業構造転換分野ワーキンググループ（2023年4月5日） 会議資料

○各国においても乗用車・小型商用車の電動化等の目標が設定されており、世界的にもカーボ
ンニュートラルに向けて車両の電動化が推進されている状況である。

32



〇欧州トラック市場ではBEVトラックは量産化、FCV車は長距離(1,000km)輸送の実証加速

海外での電動車導入に向けた動き

出典：スカニア社ホームページ
https://www.scania.com/group/en/home/electrificati
on/e-mobility-hub.html

■BEV（バッテリー式電気自動車）の事例 ■FCV（燃料電池自動車）のプロトタイプの事例

出典：ダイムラー・トラック社ホームページ
https://www.daimlertruck.com/en/innovation
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日本のおける大型車の電動化の方向性

34
出典：モビリティ分野における水素の普及 に向けた中間とりまとめ（令和5年7月）

○「モビリティ水素官民協議会」の中間とりまとめでは、大型車両の電動化について、
利用形態毎にＢＥＶとＦＣＶなどの有望なユースケースが整理されている。



各国・地域の電動車等のシェアの推移（２０１９－２０２３）

35

○EUの乗用車・バスの新車販売における電動車等のシェアは年々高くなっている。一方で、商用
バン、トラック（３．５t超）は、２０２３年でECVと代替燃料車と合わせても、それぞれ９％、４％
と乗用車・バスに対しては遅れは見られるが上昇傾向にあり、英国、中国も同様の傾向が見ら
れる。

○日本の電動車等のシェアはこれらの国や地域と比較すると低い状況であり、トラック（３．５t超）
についてはほとんどシェアはない。

・ECV： BEV+PHEV、代替燃料：化石燃料以外の代替燃料（FCV、天然ガス、LPG etc)
・トラック：3.5t超の貨物車両
・商用バン：3.5t未満の貨物車両
※出典：欧州自動車工業会（ACEA）公表資料を基に作成

・ECV： BEV+PHEV
・トラック：3.5t超の貨物車両
・米国のトラック、商用バンについては販売シェア不明
※出典：国際エネルギー機関（IEA） 公表資料を基に作成



物流の「2024年問題」

36



国内貨物の輸送量

〇国内貨物のモード別輸送量はトンベースで自動車が９割超、トンキロベースでは自動車が約５
割、内航海運が約４割、鉄道が５％程度。

37
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出典:国土交通省「自動車輸送統計年報」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」「航空輸送統計年報」より作成



荷主ニーズの変化について

〇製造業、小売業、個人を始め、配達日時が指定される比率が高まっている。

着産業別・到着日時指定の有無（件数ベース）

32.4%
38.1% 35.1% 38.2% 34.6% 33.5% 31.0%

36.2% 33.5%
42.7%
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30.4% 29.6%

23.4%
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38出典:国土交通省「全国貨物全流動調査（物流センサス）」より作成



＜例＞
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労働時間規制等による物流への影響

出典:国土交通省「第4回持続可能な物流の実現に向けた検討会」におけるヤマト運輸株式会社発表資料より作成

〇残業時間規制及び拘束時間規制により、これまで１日・１人で運送可能だったが、２日又は２人
での運送が必要になる場合がある。



物流のコスト

○トラック運送事業の営業費用の約４割は運送に係る人件費、約２割が燃料費及び車両に係る経費。
〇道路貨物輸送のサービス価格は、2010年代後半にバブル期の水準を超え、過去最高（物流コスト

インフレ）。特に、宅配便の価格の急騰が顕著。

トラック運送事業の営業費用の内訳 道路貨物輸送・海上貨物輸送のサービス価格指数の推移
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企業向けサービス価格
総平均

道路貨物輸送

宅配便

海上貨物輸送

37.3%

13.7%5.7%
5.6%

14.8%

8.3%
6.0%

86.7%

14.2%

人件費

燃料油脂費

修繕費

減価償却費

保険料

施設使用料

自動車リース料

施設賦課税

事故賠償費

道路使用料

フェリーボート利用料

その他

人件費

その他

一般管理費 運送費

平均営業費用
245,438千円
（令和3年度）

出典:全日本トラック協会「経営分析報告書(概要版)―令和3年度決算版―」、日本銀行「企業向けサービス価格指数（2015年基準）」より作成 40
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現在の道路と制度について

（道路構造と車両の制限に関する現状整理）



一般利用者への影響

42出典：第３ 回高速道路における車種別の最高速度の在り方に関する有識者検討会資料（令和５年１２月４日）

○一般ドライバーのアンケートでは、走行時、大型トラックとの走行に不安や怖さを感じており、
構造物への影響のみならず、一般ドライバーなど交通への影響も考慮することが必要。

○大型車は一般車に比べ重大事故につながる危険性が高く、車両の大型化によりこの傾向が顕
著になることが懸念される。

【令和４年 当事者別死亡事故件数（第１当事者）】

出典 公益財団法人 交通事故総合分析センター「交通統計」（令和４年版）

※1：車両保有台数は、国土交通省統計資料「自動車保有車両数月報」（令和４年１２月末現在）による。
※2：事業用貨物は、大型,中型,準中型,普通貨物の数。軽貨物は除く。

区分

当事者

自動車全体 1,971 80,919,354 0.2

うち
事業用貨物※2 169 1,175,355 1.4

件数 車両保有台数※1 車両１万台
当たり件数

【一般ドライバーに対するアンケート結果】



一般的制限値と許可限度値について

※１ 高速自動車国道のみ
※２ 許可不要区間を通行する国際海上コンテナ（40ft背高）セミトレのみ
※３ 高さ指定道路のみ
※４ 許可不要区間を通行する国際海上コンテナ（40ft背高）セミトレのうち、エアサス付駆動軸のみ
※５ 高速自動車国道又は重さ指定道路のみ
※６ 特例５車種のみ
※７ 高速自動車国道を通行する特例５車種のみ
※８ 特例８車種のみ
※９ リアオーバーハング3.2m~3.8mの特例８車種（自動車運搬用は1.9m~2.4m）のみ
※１０ リアオーバーハング3.8m~4.2mの特例８車種（自動車運搬用は2.4m~3.8m）のみ
※１１ 連結装置の中心がトラクタの後軸より後ろにある特例８車種のみ
※１２ ダブル連結トラック（バン型、ETC2.0搭載等）のみ
※１３ 国際海上コンテナセミトレ又は特例８車種セミトレのうち、エアサス付駆動軸のみ
※１４ 新規格車（25t対応車）のみ
※１５ 国際海上コンテナ車又は特例８車種のみ

代表的な一般的制限値

○ 一定の重量・寸法(一般的制限値)を超える車両について、道路を通行させる場合、道路法
に基づき、通行の許可又は通行可能経路の確認を受ける必要がある。

○ 通行許可等に際しては、貨物輸送用車両の特殊性を踏まえ、分割が可能な貨物の輸送(バ
ラ積み)についての許可限度値を設定している。（原則、分割可能な貨物の輸送は一般的制限値内に収めることが必要）

【一般的制限値と許可限度値】 注１：長さや軸距に応じた一般的制限値については一部省略
注２：許可限度値が空欄のものについては、許可限度値＝一般的制限値

特
例
５
車
種

総重量（ｔ）隣接軸重
（ｔ）

軸重
（ｔ）

高さ
（ｍ）

幅
（ｍ）

長さ（ｍ）

フルトレセミトレ単車フルトレセミトレ単車

44.0 ※２

一般的
制限値

（法令に規定）

36.0 ※７25.0 ※５11.5 ※４4.1 ※３18.0 ※１16.5 ※１※２

27.0 ※６20.0 18～2010.0 3.8 2.5 12.0 12.0 12.0 

25.0 ※５軸距に応じて

20.0 
44.0 ※１５25.0 ※１４11.5 ※１３25.0 ※１２21.0 ※１１

許可限度値
（通達に規定）

21.0 ※８18.0 ※１０

17.5 ※９

17.0 ※８

特
例
８
車
種

追
加
３
車
種

国際海上コンテナ車
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『貨物が特殊』※分割不可能 『車両の構造が特殊』

【①バン型セミトレーラ】

【②タンク型セミトレーラ】

【⑤自動車運搬用セミトレーラ】
【国際海上コンテナ用セミトレーラ】

【重量物運搬用セミトレーラ】

【トラック・クレーン】
■単車

■特例８車種

【ポールトレーラ】

【③幌枠型セミトレーラ】

【④コンテナ用セミトレーラ】

【⑥あおり型セミトレーラ】

【⑦スタンション型セミトレーラ】

【⑧船底型セミトレーラ】タイプⅠ

※フルトレーラ連結車については、トラック及びトレーラ双
方が同一の種類の車両である必要はない。

■フルトレーラ

特殊車両の類型について

44



特例８車種の駆動軸重の緩和

○国際海上コンテナ輸送車両に限り許可されていた駆動軸重（11.5ｔ【通常は10t以内】）
をバン型等セミトレーラ連結車（２軸トラクターに限る特例8車種）にも同等の緩和を実施
※但し、エアサスペンションを装着する車両など、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象

国際海上コンテナバン型等（例として国内コンテナ）

10t

最大積載重量 約30t

※開封できない※開封可能

11.5t

■駆動軸重の緩和 ■緩和対象車両（特例８車種）

・バン型セミトレーラ

・タンク型セミトレーラ

・幌枠型セミトレーラ

・コンテナ用セミトレーラ

・自動車運搬用セミトレーラ

・あおり型セミトレーラ

・スタンション型セミトレーラ

・船底型セミトレーラ

【現状】

最大積載重量 約30t

11.5t

【緩和後】国際海上コンテナ輸送車両に限らず駆動軸重11.5tに緩和

最大積載重量 約24t

※2軸トラクターに限る

【改正：平成27年3月31日 、 施行：平成27年6月1日】
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重要物流道路の概要
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○平成３０年３月に「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海
上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつある。

○このため、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限
値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車（40ft背高）の特殊車両通行許可を不要とする。

国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間

概要

重要物流道路（約３６，０００km）のうち
・高速道路 約１３，０００km
・直轄国道 約１５，２００km
・地方管理道路

(拠点へのラストマイル等)            約３，２００km

合計 約３１，５００km

※令和6年7月時点

指定延長

○各道路管理者における指定の後、令和元年７月３１日に運用を開始。

運用開始日について

○当該区間の通行にあたり特車許可は不要

国際海上コンテナ車（40ft背高）が機動的に通行
できる道路ネットワークの構築

効果

許可まで３０日程度
従来

許可不要
今後

＜対象車種＞

国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高）

長さ16.5ｍ

高さ
4.1ｍ

重量
最大44t

＜一般的制限値の引き上げ＞

国際海上コンテナ車（40ft背高）
特殊車両通行許可不要区間

４４ ※２
総重量
（t）

４．１※３車高（m）

１６．５車長（m）

※２ 車両の車軸の数及び軸距に応じた制限あり
このほか、軸重（11.5t）、輪荷重（5.75ｔ）の制限あり

※３ 現行の規定（高さ指定道路）により指定＜要件＞

① 国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
② ＥＴＣ2.0車載器の搭載及び登録 等

重
要
物
流
道
路
の
う
ち

道
路
構
造
等
の
観
点
か
ら

支
障
の
な
い
区
間

高速自動車国道
・その他

２０
重さ指定道路２５※１

総重量
（t）

３．８
高さ指定道路４．１

車高（m）

１２車長（m）

※１ 車両長及び軸距に応じた制限あり
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ダブル連結トラックの概要

48

現状： トラック輸送は、深刻なドライバー不足が進行（約４割が50歳以上）

■特車許可基準を緩和し、１台で通常の大型トラック２台分の輸送が可能な

「ダブル連結トラック」の導入を図り、トラック輸送の省人化を促進

ダブル連結トラック：１台で２台分の輸送が可能

約12m

特車許可基準の車両長を緩和

（現行の21mから最大で25mへの緩和）

通常の大型トラック現在

今後

平成３１年１月２９日より新東名を中心に本格導入



大型車の違反の状況
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現地取締りの様子

特殊車両の引込 重量計測及び寸法計測

許可証の確認等 違反車両への指導



現地取締りの概要（高速）

○ 高速道路機構では、インターチェンジや本線料金所等で車両制限令に定める最高限度を超える
車両を特殊車両通行許可制度による道路管理者の許可なく通行している者や許可条件に違反し
て通行している者、特殊車両通行確認制度による回答の内容に従わないで通行している者に対す
る取締りを高速道路会社と連携して行っています。機構で発行した車両制限令違反車両に対する
措置命令の件数は、年間1,000件を超えています。

○ この取締りでは、違反したと認められる車両に対して、高速道路から退出する措置を命じますが
（行政処分）、悪質な違反である場合は、道路構造物への負荷軽減及び交通事故防止の観点
から、積荷の軽減措置や通行許可を取得するまでの間の通行の中止を命じることもあります（道路
法第47条の14）。（日本高速道路保有・債務返済機構HPから抜粋）

【道路法違反取締り状況】

51



WIM取締り（高速）
非公表

現地取締り（高速）

0

弁明の機会

（１回目）車両制限令違反
（措置命令 BまたはCの場合）

警 告

警 告

警 告

是正指導①

公 表

（事業者あてに文書で行政指導）

（文書で行政指導。
高速道路会社において対面で
違反者講習会を実施）

HP等で是正指導
内容等を公表

是正指導②

許可取消、告発等 公 表

（A：指定場所から流出、B：軽減措置、C：通行の中止）

車両制限令違反
（措置命令 Aの場合）
（四半期に3回以上）

（２回目）車両制限令違反
（措置命令 BまたはCの場合）

（３回目）車両制限令違反
（措置命令 BまたはCの場合）

車両制限令違反
（措置命令 Aの場合）
（四半期に3回以上）

（４回目）車両制限令違反
（措置命令 BまたはCの場合）

直近の警告から１年経過後、
累積回数は消滅

車両制限令違反
（措置命令 Aの場合）
（四半期に3回以上）

警 告

（１回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（２回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（３回目）車両制限令違反

警 告

是正指導

（４回目）車両制限令違反

弁明の機会

是正指導 公 表
機構ＨＰ等において、是正指
導内容を公表

（軸重２０ｔ超 ： ２回／１ヵ月）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／ ２年）

（軸重２０ｔ超 ： １回／１ヵ月）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／ ２年）

（軸重２０ｔ超 ： １回／１ヵ月）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／ ２年）

（軸重２０ｔ超 ： １回／１ヵ月）
（軸重２０ｔ以内 ： ２０回／ ２年）

許可or回答取消・
告発

（５回目）車両制限令違反

公 表

※高速道路６会社合算

（高速道路会社にて、対面で違反者講習会）

（事業者あてに文書で行政指導）

行政指導等の流れ（高速）
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